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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像管理システムが第２の通信端末から受信した全天球画像データを第１の通信端末か
ら閲覧する際に、当該画像管理システムから送信されてリンク情報管理システムで全天球
画像データとは異なる関連画像とともに管理されている全天球画像データのリンク情報を
第１の通信端末から受信する受信手段と、
　前記リンク情報に対応する全天球画像データと、当該全天球画像データを前記関連画像
とともに前記第１の通信端末で表示させる際に全天球画像を閲覧するための閲覧スクリプ
トを、前記第１の通信端末に送信する送信手段と、
　を有すること、
　を特徴とする画像管理システム。
【請求項２】
　前記リンク情報は、前記画像管理システムが少なくとも前記第２の通信端末から受信し
た全天球画像データに対応付けた画像識別情報を含み、
　前記画像管理システムから前記リンク情報管理システムに前記リンク情報を送信するこ
と、を特徴とする請求項１に記載の画像管理システム。
【請求項３】
　前記画像管理システムは、前記全天球画像データにおける所定領域を示す所定領域情報
を記憶すること、を特徴とする請求項１に記載の画像管理システム。
【請求項４】
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　前記画像管理システムは、前記第２の通信端末から受信した全天球画像データ及び前記
所定領域情報で示される所定領域に基づいて、当該全天球画像データにおける当該所定領
域からサムネイルデータを作成するサムネイル作成手段を、さらに有すること、
　を特徴とする請求項３に記載の画像管理システム。
【請求項５】
　前記リンク情報は、前記画像管理システムの場所を特定するための特定情報を含むこと
、を特徴とする請求項１に記載の画像管理システム。
【請求項６】
　前記受信手段は、前記第２の通信端末から、前記全天球画像データに関する関連情報の
データを受信し、
　前記送信手段は、前記リンク情報管理システムに、前記関連情報のデータを送信するこ
と、
　を特徴とする請求項１に記載の画像管理システム。
【請求項７】
　前記受信手段は、前記第２の通信端末から、前記第２の通信端末のユーザ識別情報を受
信し、
　前記送信手段は、前記リンク情報管理システムに、前記ユーザ識別情報を送信すること
、を特徴とする請求項１に記載の画像管理システム。
【請求項８】
　前記全天球画像データは、全天球パノラマ画像として表示可能なメルカトル画像のデー
タであること、を特徴とする請求項１に記載の画像管理システム。
【請求項９】
　画像管理システムで実行される画像管理方法であって、
　画像管理システムが第２の通信端末から受信した全天球画像データを第１の通信端末か
ら閲覧する際に、当該画像管理システムから送信されてリンク情報管理システムで全天球
画像データとは異なる関連画像とともに管理されている全天球画像データのリンク情報を
第１の通信端末から受信する受信ステップと、
　前記リンク情報に対応する全天球画像データと、当該全天球画像データを前記関連画像
とともに前記第１の通信端末で表示させる際に全天球画像を閲覧するための閲覧スクリプ
トを、前記第１の通信端末に送信する送信ステップと、を含むこと、
　を特徴とする画像管理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像管理システム、及び画像管理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、一度の撮影で、３６０°の全天球パノラマ画像を得る特殊なデジタルカメラが提
供されている（特許文献１参照）。
【０００３】
　また、被写体が不動産物件等の場合、被写体の一部の画像でなく、全天球パノラマ画像
を閲覧することができれば、インターネットを利用して物件を探しているユーザにとって
便利となる。そのため、ユーザに物件情報を提供するサービス提供者としては、他のサー
ビス提供者との差別化を図るため、物件を探すユーザに対して、全天球パノラマ画像を提
供したいというニーズがある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、ユーザの通信端末には、必ずしも全天球パノラマ画像のような特定の画
像を閲覧するためのアプリケーションがインストールされているとは限らない。このため
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、サービス提供者は、特定の画像を提供できるシステムを構築しても、ユーザ側で特定の
画像を閲覧できなければ、他のサービス提供者との差別化を図ることができないという課
題が生じる。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　請求項１に係る発明は、画像管理システムが第２の通信端末から受信した全天球画像デ
ータを第１の通信端末から閲覧する際に、当該画像管理システムから送信されてリンク情
報管理システムで全天球画像データとは異なる関連画像とともに管理されている全天球画
像データのリンク情報を第１の通信端末から受信する受信手段と、前記リンク情報に対応
する全天球画像データと、当該全天球画像データを前記関連画像とともに前記第１の通信
端末で表示させる際に全天球画像を閲覧するための閲覧スクリプトを、前記第１の通信端
末に送信する送信手段と、を有すること、を特徴とする画像管理システムである。
【発明の効果】
【０００６】
　以上説明したように本発明によれば、通信端末に特定の画像を閲覧するためのアプリケ
ーションがインストールされていなくても、通信端末のユーザは、特定の画像を閲覧する
ことができる。これにより、サービス提供者としては、ユーザに対するサービスを向上さ
せることができるため、他のサービス提供者との差別化を図ることができるという効果を
奏する。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の実施形態に係る画像共有システムの概略図である。
【図２－１】撮影装置の左側面図である。
【図２－２】撮影装置の正面図である。
【図２－３】撮影装置の平面図である。
【図３】撮影装置の使用イメージ図である。
【図４－１】撮影装置で撮影された半球画像（前）を示した図である。
【図４－２】撮影装置で撮影された半球画像（後）を示した図である。
【図４－３】メルカトル図法により表された画像を示した図である。
【図５－１】メルカトル図法により表された画像と共有選択用画像の部分を示した図であ
る。
【図５－２】共有選択用画像を示した図である。
【図６】共有選択用画像を示した撮影画像選択リストの図である。
【図７】画像データの登録及び取得の処理の概略を示した図である。
【図８】全天球パノラマ画像を示した図である。
【図９】全天球パノラマ画像を３次元の立体球とした場合の仮想カメラ及び所定領域の位
置を示した図である。
【図１０－１】図９の立体斜視図である。
【図１０－２】ディスプレイに所定領域の画像が表示された通信端末を示す図である。
【図１１】ディスプレイに所定領域画像が表示された通信端末を示す図である。
【図１２】所定領域情報と所定領域画像との関係を示した図である。
【図１３】リンク情報の内容を示した図である。
【図１４】不動産物件の画面例を示した図である。
【図１５】不動産物件の画面例を示した図である。
【図１６】撮影装置のハードウェア構成図である。
【図１７】スマートフォンの場合の通信端末のハードウェア構成図である。
【図１８】ノートＰＣの場合の通信端末、画像管理システム５及びリンク情報管理システ
ム７のハードウェア構成図である。
【図１９】実施形態に係る通信端末、画像管理システム、及びリンク情報管理システムの
機能ブロック図である。
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【図２０】画像管理テーブルを示す概念図である。
【図２１】サムネイル管理テーブルを示す概念図である。
【図２２】ユーザ管理テーブルを示す概念図である。
【図２３】物件管理テーブルを示す概念図である。
【図２４】画像データのアップロードの処理を示したシーケンス図である。
【図２５】サムネイル及びリンク情報を作成する処理を示したシーケンス図である。
【図２６】サムネイル及びリンク情報をアップロードする処理を示したシーケンス図であ
る。
【図２７】画像データのダウンロードの処理を示したシーケンス図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、図面を用いて、本発明の実施形態について説明する。
【０００９】
　＜＜実施形態の概略＞＞
　まずは、図１乃至図１５を用いて、本実施形態の概略を説明する。なお、図１は、本実
施形態に係る画像共有システムの概略図である。
【００１０】
　図１に示されているように、本実施形態の画像共有システムは、撮影装置１、複数の通
信端末（３ａ，３ｂ）、画像管理システム５、及びリンク情報管理システム７によって構
築されている。各通信端末（３ａ，３ｂ）は、それぞれユーザ（Ａ，Ｂ）によって利用さ
れる。また、本実施形態では、撮影装置１は、ユーザＡによって操作される場合を示して
いる。なお、以下では、複数の通信端末（３ａ，３ｂ）のうち、任意の通信端末を「通信
端末３」として表す。画像管理システム５は、管理者Ｘによって管理されている。リンク
情報管理システム７は、管理者Ｙによって管理されている。例えば、ユーザＡは、地域の
各不動産業者である。ユーザＢは、不動産物件の購入、売買、賃貸等の対象物件を探して
いる一般ユーザである。管理者Ｘは、画像共有システムにおいて、ユーザＡから取得した
画像データをユーザＢに提供するサービスを行なう画像（全天球パノラマ画像）の提供者
である。管理者Ｙは、インターネット等の通信ネットワーク９を介して、ユーザＢに物件
情報を提供する不動産情報のサービス提供者である。
【００１１】
　また、撮影装置１は、全天球（３６０°）パノラマ画像を得るためのデジタルカメラで
ある。なお、この撮影装置１は、一般的なデジタルカメラであっても良く、通信端末３に
カメラが付いている場合は、通信端末３がデジタルカメラとなりうる。本実施形態では、
説明を分かりやすくするために全天球パノラマ画像を得るためのデジタルカメラとして説
明を行う。通信端末３は、スマートフォン、タブレット端末、ノート型パソコン、デスク
トップ型パソコン、又はＰＤＡ（Personal　Data　Assistance）等のコンピュータである
。ここでは、一例として、通信端末３ａがスマートフォン、通信端末３ｂがノートＰＣ（
Personal　Computer）として、表わされている。更に、画像管理システム５及びリンク情
報管理システム７は、それぞれサーバコンピュータである。
【００１２】
　また、撮影装置１は、通信端末３とＮＦＣ（Near　Field　Communication）規格、Ｂｌ
ｕｅＴｏｏｔｈ（登録商標）、ＷｉＦｉ（Wireless　Fidelity）等による短距離無線技術
によって通信することができる。更に、通信端末３は、通信ネットワーク９を介して、画
像管理システム５及びリンク情報管理システム７と通信することができる。この通信ネッ
トワーク９は、３Ｇ（3rd　Generation）、ＷｉＭＡＸ（Worldwide　Interoperability　
for　Microwave　Access）、ＬＴＥ（Long　Term　Evolution）等の無線通信網及び各基
地局（９ａ，９ｂ）、並びにインターネットによって構築される。なお、撮影装置１と通
信端末３との間、及び通信端末３と通信ネットワーク９との間は、それぞれ有線による通
信を行ってもよい。
【００１３】
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　なお、通信端末３ａは第２の通信端末の一例であり、通信端末３ｂは第１の通信端末の
一例である。
【００１４】
　次に、図２－１～図２－３を用いて、撮影装置１の外観を説明する。なお、図２－１は
撮影装置の左側面図であり、図２－２は撮影装置の正面図であり、図２－３は撮影装置の
平面図である。
【００１５】
　図２－１に示されているように、撮影装置１は、人間が片手で持つことができる大きさ
である。また、図２－１、図２－２、図２－３に示されているように、撮影装置１の上部
には、正面側（前側）に撮像素子１０３ａ及び背面側（後側）に撮像素子１０３ｂが設け
られている。また、図２－２に示されているように、撮影装置１の正面側には、シャッタ
ーボタン等の操作部１１５が設けられている。
【００１６】
　次に、図３を用いて、撮影装置１の使用状況を説明する。なお、図３は、撮影装置の使
用イメージ図である。撮影装置１は、図３に示されているように、ユーザが手に持ってユ
ーザの周りの被写体を撮影するために用いられる。この場合、図２－１～図２－３に示さ
れている撮像素子１０３ａ及び撮像素子１０３ｂによって、それぞれユーザの周りの被写
体が撮像されることで、２つの半球画像を得ることができる。
【００１７】
　次に、図４－１～図４－３を用いて、撮影装置１で撮影された画像及び合成された画像
を説明する。なお、図４－１は撮影装置で撮影された半球画像（前側）、図４－２は撮影
装置で撮影された半球画像（後側）、図４－３はメルカトル図法により表された画像（以
下、「メルカトル画像」という）を示した図である。
【００１８】
　図４－１に示されているように、撮像素子１０３ａによって得られた画像は、後述の魚
眼レンズ１０２ａによって湾曲した半球画像（前側）となる。また、図４－２に示されて
いるように、撮像素子１０３ｂによって得られた画像は、後述の魚眼レンズ１０２ｂによ
って湾曲した半球画像（後側）となる。そして、半球画像（前側）と、１８０度反転され
た半球画像（後側）とは、撮影装置１によって合成され、図４－３に示されているように
、メルカトル画像が作成される。
【００１９】
　次に、図５－１、図５－２及び図６を用いて、撮像装置１から通信端末３に送信される
共有選択用画像データについて説明する。なお、図５－１はメルカトル図法により表され
た画像と共有選択用画像の部分を示した図、図５－２は共有選択用画像を示した図である
。また、図６は、共有選択用画像を示した撮影画像選択リストの図である。
【００２０】
　撮像装置１によって、図５－１に示されているように、メルカトル画像上の破線で示さ
れた部分が利用されることで、図５－２の共有選択用画像データが作成される。この共有
選択用画像データは、撮影装置１から通信端末３ａに送信される。そして、通信端末３ａ
のディスプレイ３１５上には、図６に示されているように、各共有選択用画像ＣＥが示さ
れた共有画像選択リストＳＬが表示される。例えば、共有選択用画像ＣＥとして商業地域
のビルが表示され、この共有選択用画像ＣＥの元画像（図５－１に示された撮影画像）が
撮影された日時（２０１１年９月２０日　１１時２１分）が表示される。
【００２１】
　次に、図６乃至図１４を用いて、本実施形態における画像データの登録及び取得の処理
の概略を説明する。なお、図６は、共有選択用画像を示した撮影画像選択リストの図であ
る。また、図７は、画像データの登録及び取得の処理を示した図である。なお、図７では
、全天球パノラマ画像の閲覧ソフトウェアが、通信端末３ａにはインストールされている
が、通信端末３ｂにはインストールされていない状態である。
【００２２】
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　まず、ユーザＡが図６に示されている所望の共有選択用画像ＣＥを選択すると、通信端
末３ａが撮影装置１から、上述の選択された共有選択用画像ＣＥに係る元画像（撮影画像
）を取得する（ステップＳ１）。そして、通信端末３ａでは、OpenGL　ES（Open　Graphi
cs　Library　for　Embedded　Systems）が利用されることで、図５－１に示されている
撮影画像（メルカトル画像）から、図８に示されているような全天球パノラマ画像が作成
される（ステップＳ２）。なお、OpenGL　ESは、２Ｄ（2-Dimensions）および３Ｄ（3-Di
mensions）のデータを視覚化するために使用するグラフィックスライブラリである。また
、図８は、全天球パノラマ画像を示した図である。全天球パノラマ画像は、静止画であっ
ても動画であってもよい。例えば、立体球に対して、図５－１で示されるメルカトル画像
を貼り付けることで、図８のような全天球パノラマ画像が作成される。
【００２３】
　次に、図７、図９、図１０－１及び図１０－２を用いて、全天球パノラマ画像における
所定領域の画像（以下、「所定領域画像」という）の作成及び表示の処理について説明す
る。なお、図９は、全天球パノラマ画像を３次元の立体球とした場合の仮想カメラ及び所
定領域の位置を示した図である。仮想カメラＩＣは、３次元の立体球として表示されてい
る全天球パノラマ画像に対して、その画像を見るユーザの視点の位置に相当するものであ
る。また、図１０－１は図９の立体斜視図、図１０－２はディスプレイに所定領域画像が
表示された通信端末を示す図である。また、図８に示されている全天球パノラマ画像が、
３次元の立体球ＣＳで表わされている。このように生成された全天球パノラマ画像が、立
体球ＣＳであるとすると、図９に示されているように、仮想カメラＩＣが全天球パノラマ
画像の中心に位置し、この中心から上下左右の回転と、この中心からの視点での回転（RO
LL）の３軸の回転を行うことができる。全天球パノラマ画像における所定領域Ｔは、この
全天球パノラマ画像における仮想カメラＩＣの位置の所定領域情報によって特定される。
この所定領域情報は、座標ｘ(rH)、座標ｙ(rV)、及び画角α(angle)によって示される。
また、所定領域Ｔのズームは、画角αの範囲（円弧）を広げたり縮めたりすることで表現
することができる。
【００２４】
　そして、図１０－１で示されているように、全天球パノラマ画像における所定領域Ｔの
画像は、図１０－２に示されているように、通信端末３ａのディスプレイ３１５に、所定
領域画像として表示される。この場合の所定領域画像は、全天球パノラマ画像の一部を示
す部分画像Ｐ０である。この部分画像Ｐ０は、図８に示された全天球パノラマ画像におい
て、初期設定（デフォルト）された所定領域情報（ｘ，ｙ，α）＝（０，０，３４）によ
って表された画像である。
【００２５】
　なお、ディスプレイ３１５上には、所定領域画像を表示する画像表示領域３１１０、所
定領域画像のサムネイルを表示するサムネイル表示領域３１２０、物件名やユーザＡの名
称等を表示するコメント表示領域３１３０が表示されている。
【００２６】
　次に、ユーザＡがディスプレイ３１５上に、注目した所定領域画像を表示させたい場合
、通信端末３ａがタッチパネルによる操作が可能なものであれば、ディスプレイ３１５上
に指を触れた状態で、指を上下左右に移動させることで、図１１に示されているような所
望の所定領域画像を表示させることができる。また、通信端末３ａがパソコン等のような
ものであれば、マウス等による入力操作を行い、上下左右に移動させることで、図１１に
示されているような所望の所定領域画像を表示させることもできる。この場合の所定領域
画像は、全天球パノラマ画像の一部を示す部分画像Ｐ１である。
【００２７】
　ここで、図１２を用いて、所定領域情報と所定領域画像の関係について説明する。なお
、図１２は、所定領域情報と所定領域画像との関係を示した図である。
【００２８】
　図１２に示されているように、仮想カメラＩＣの画角αによって表される所定領域Ｔの
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対角線画角２Ｌとした場合の中心点ＣＰが、所定領域情報の（ｘ，ｙ）パラメータとなる
。本実施形態では、ユーザＡが指でディスプレイ３１５を触れながら操作して、図１１に
示されているような所定領域画像（部分画像Ｐ１）を表わしたことにより、例えば、所定
領域情報（ｘ，ｙ，α）＝（２３０，４３９，３５）となる。
【００２９】
　なお、ｆは仮想カメラＩＣから中心点ＣＰまでの距離である。そして、図１２では、一
般的に以下の式（１）で示される三角関数が成り立つ。
【００３０】
　Ｌｆ＝ｔａｎ（α／２）・・・（式１）
　次に、図７に示されているように、通信端末３ａは通信ネットワーク９を介して、画像
管理システム５に画像データ及び関連情報を送信した後、所定領域情報も送信する（ステ
ップＳ３）。この画像データは、図４－３に示されているメルカトル画像の画像データで
ある。関連情報は、例えば、物件名、価格、面積、築年数、住所等の物件に関連する情報
である。所定領域情報は、図１１に示されている所定領域画像（部分画像Ｐ１）を示す所
定領域情報（ｘ＝２３０，ｙ＝４３９，α＝３５）である。これにより、画像管理システ
ム５は、画像データに対して、この画像データを識別するための画像ＩＤ（Identificati
on）を付与すると共に、画像データと画像ＩＤとを関連付けて管理する（ステップＳ４）
。また、画像管理システム５は、リンク情報を作成する（ステップＳ４）。このリンク情
報は、図１３に示されているように、画像管理システム５のＵＲＬ、画像ＩＤ、及び所定
領域情報が含まれている。更に、画像管理システム５は、画像データのサムネイルデータ
を作成する（ステップＳ４）。なお、ＵＲＬは、特定情報の一例である。また、画像管理
システム５は、閲覧スクリプトを管理している。この閲覧スクリプトは、近年のＷｅｂサ
ービスによる特殊な画像の見栄えや操作性を上げるため、JavaScript（登録商標）に対応
していない又は機能を制限しているブラウザであっても、特殊な画像を表示させることが
できるプログラムである。本実施形態では、特殊な画像の一例として、全天球型パノラマ
画像が示されている。
【００３１】
　次に、画像管理システム５は、リンク情報管理システム７へリンク情報及びサムネイル
データを送信する（ステップＳ５）。これに対して、リンク情報管理システム７は、リン
ク情報、サムネイルデータ、及び関連情報を関連付けて管理する（ステップＳ６）。なお
、関連情報だけでなく、関連画像も関連付けて管理されている。この関連画像には、物件
の間取り図が含まれる。この間取り図は、ユーザＡ又は管理者Ｙによって作成される。例
えば、ユーザＡが間取り図を作成した場合は、ユーザＡから管理者Ｙに間取り図のデータ
が提供される。提供方法としては、電子メール、又は画像共有システムを利用して関連情
報と共に画像管理システム５経由で提供される。
【００３２】
　そして、ユーザＢの通信端末３ｂが、リンク情報管理システム７に接続し、物件詳細画
面の表示を要求すると、リンク情報管理システム７は、ユーザＢの通信端末３ｂへ、関連
情報、リンク情報、及びサムネイルデータを送信する（ステップＳ７）。
【００３３】
　この場合、通信端末３ｂには、図１４に示されているような物件詳細画面３２００が表
示される。この物件詳細画面３２００には、ユーザ個人情報（ここでは、「不動産業者名
」、不動産業者の「住所」及び「電話番号」）３２１０ａ及び物件の関連情報３２１０ｂ
、物件の関連画像としての間取り図３２２０、全天球パノラマ画像の表示領域３２３０、
サムネイル表示領域３２４０、及び１つの物件における複数のサムネイル（３２４０ａ，
３２４０ｂ，３２４０ｃ）が表示される。即ち、各サムネイル（３２４０ａ、３２４０ｂ
，３２４０ｃ）は、図１１に示されている所定領域画像（部分画像Ｐ１）が縮小された画
像であり、図１０－２に示されている所定領域画像（部分画像Ｐ０）が縮小された画像で
はない。
【００３４】
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　次に、ユーザＢが通信端末３ｂを操作し、所望のサムネイル（ここでは、サムネイル３
２４０ａ）を選択すると、通信端末３ｂは、画像管理システム５へリンク情報を送信する
（ステップＳ８）。これに対して、画像管理システム５は、リンク情報から抽出した画像
ＩＤに対応する画像データ、リンク情報から抽出した所定領域情報、及び閲覧スクリプト
を、通信端末３ｂへ送信する（ステップＳ９）。そして、通信端末３ｂでは、閲覧スクリ
プトを利用して、画像データにおける所定領域Ｔを特定する処理が行われる。これにより
、通信端末３ｂでは、図８に示されているような全天球パノラマ画像ではなく、図１５の
全天球パノラマ画像の表示領域３２３０に示されているように、全天球パノラマ画像にお
ける所定領域画像が表示されることになる。
【００３５】
　＜＜実施形態のハードウェア構成＞＞
　次に、図１６乃至図１８を用いて、本実施形態の撮影装置、通信端末、及び画像管理シ
ステムのハードウェア構成を詳細に説明する。
【００３６】
　まず、図１６を用いて、撮影装置１のハードウェア構成を説明する。なお、図１６は、
撮影装置のハードウェア構成図である。以下では、撮影装置１は、２つの撮像素子を使用
した全方位撮影装置とするが、撮像素子は３つ以上のいくつでもよい。また、必ずしも全
方位撮影専用の装置である必要はなく、通常のデジタルカメラやスマートフォン等に後付
けの全方位撮影ユニットを取り付けることで、実質的に撮影装置１と同じ機能を有するよ
うにしてもよい。
【００３７】
　図１６に示されているように、撮影装置１は、撮像ユニット１０１、画像処理ユニット
１０４、撮像制御ユニット１０５、ＣＰＵ（Central　Processing　Unit）１１１、ＲＯ
Ｍ（Read　Only　Memory）１１２、ＳＲＡＭ（Static　Random　Access　Memory）１１３
、ＤＲＡＭ（Dynamic　Random　Access　Memory）１１４、操作部１１５、ネットワーク
Ｉ／Ｆ１１６、通信部１１７、アンテナ１１７ａ、及び電子コンパス１１８によって構成
されている。
【００３８】
　このうち、撮像ユニット１０１は、各々半球画像を結像するための１８０°以上の画角
を有する広角レンズ（いわゆる魚眼レンズ）１０２ａ，１０２ｂと、各広角レンズに対応
させて設けられている２つの撮像素子１０３ａ，１０３ｂを備えている。撮像素子１０３
ａ，１０３ｂは、魚眼レンズによる光学像を電気信号の画像データに変換して出力するＣ
ＭＯＳ（Complementary　Metal　Oxide　Semiconductor）センサやＣＣＤ（Charge　Coup
led　Device）センサなどの画像センサ、この画像センサの水平又は垂直同期信号や画素
クロックなどを生成するタイミング生成回路、この撮像素子の動作に必要な種々のコマン
ドやパラメータなどが設定されるレジスタ群などを有している。
【００３９】
　撮像ユニット１０１の撮像素子１０３ａ，１０３ｂは、各々、画像処理ユニット１０４
とはパラレルＩ／Ｆバスで接続されている。一方、撮像ユニット１０１の撮像素子１０３
ａ，１０３ｂは、撮像制御ユニット１０５とは別に、シリアルＩ／Ｆバス（Ｉ２Ｃバス等
）で接続されている。画像処理ユニット１０４及び撮像制御ユニット１０５は、バス１１
０を介してＣＰＵ１１１と接続される。さらに、バス１１０には、ＲＯＭ１１２、ＳＲＡ
Ｍ１１３、ＤＲＡＭ１１４、操作部１１５、ネットワークＩ／Ｆ１１６、通信部１１７、
及び電子コンパス１１８なども接続される。
【００４０】
　画像処理ユニット１０４は、撮像素子１０３ａ，１０３ｂから出力される画像データを
パラレルＩ／Ｆバスを通して取り込み、それぞれの画像データに対して所定の処理を施し
た後、これらの画像データを合成処理して、図４－３に示されているようなメルカトル画
像のデータを作成する。
【００４１】
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　撮像制御ユニット１０５は、一般に撮像制御ユニット１０５をマスタデバイス、撮像素
子１０３ａ，１０３ｂをスレーブデバイスとして、Ｉ２Ｃバスを利用して、撮像素子１０
３ａ，１０３ｂのレジスタ群にコマンド等を設定する。必要なコマンド等は、ＣＰＵ１１
１から受け取る。また、該撮像制御ユニット１０５は、同じくＩ２Ｃバスを利用して、撮
像素子１０３ａ，１０３ｂのレジスタ群のステータスデータ等を取り込み、ＣＰＵ１１１
に送る。
【００４２】
　また、撮像制御ユニット１０５は、操作部１１５のシャッターボタンが押下されたタイ
ミングで、撮像素子１０３ａ，１０３ｂに画像データの出力を指示する。撮影装置によっ
ては、ディスプレイによるプレビュー表示機能や動画表示に対応する機能を持つ場合もあ
る。この場合は、撮像素子１０３ａ，１０３ｂからの画像データの出力は、所定のフレー
ムレート（フレーム／分）によって連続して行われる。
【００４３】
　また、撮像制御ユニット１０５は、後述するように、ＣＰＵ１１１と協働して撮像素子
１０３ａ，１０３ｂの画像データの出力タイミングの同期をとる同期制御手段としても機
能する。なお、本実施形態では、撮影装置１には表示部が設けられていないが、表示部を
設けてもよい。
【００４４】
　ＣＰＵ１１１は、撮影装置１の全体の動作を制御すると共に必要な処理を実行する。Ｒ
ＯＭ１１２は、ＣＰＵ１１１のための種々のプログラムを記憶している。ＳＲＡＭ１１３
及びＤＲＡＭ１１４はワークメモリであり、ＣＰＵ１１１で実行するプログラムや処理途
中のデータ等を記憶する。特にＤＲＡＭ１１４は、画像処理ユニット１０４での処理途中
の画像データや処理済みのメルカトル画像のデータを記憶する。
【００４５】
　操作部１１５は、種々の操作ボタンや電源スイッチ、シャッターボタン、表示と操作の
機能を兼ねたタッチパネルなどの総称である。ユーザは操作ボタンを操作することで、種
々の撮影モードや撮影条件などを入力する。
【００４６】
　ネットワークＩ／Ｆ１１６は、ＳＤカード等の外付けのメディアやパーソナルコンピュ
ータなどとのインターフェース回路（ＵＳＢＩ／Ｆ等）の総称である。また、ネットワー
クＩ／Ｆ１１６としては、無線、有線を問わずにネットワークインタフェースである場合
も考えられる。ＤＲＡＭ１１４に記憶されたメルカトル画像のデータは、このネットワー
クＩ／Ｆ１１６を介して外付けのメディアに記録されたり、必要に応じてネットワークＩ
／ＦとなるネットワークＩ／Ｆ１１６を介して通信端末３等の外部装置に送信されたりす
る。
【００４７】
　通信部１１７は、撮影装置１に設けられたアンテナ１１７ａを介して、WiFi（wireless
　fidelity）やＮＦＣ等の短距離無線技術によって、通信端末３等の外部装置と通信を行
う。この通信部１１７によっても、メルカトル画像のデータを通信端末３の外部装置に送
信することができる。
【００４８】
　電子コンパス１１８は、地球の磁気から撮影装置１の方位及び傾き（Roll回転角）を算
出し、方位・傾き情報を出力する。この方位・傾き情報はExifに沿ったメタデータの一例
であり、撮影画像の画像補正等の画像処理に利用される。なお、メタデータには、画像デ
ータのサムネイル、画像の撮影日時、及び画像データのデータ容量の各データも含まれて
いる。
【００４９】
　次に、図１７を用いて、通信端末３ａのハードウェア構成を説明する。なお、図１７は
、スマートフォンの場合の通信端末３ａのハードウェア構成図である。
【００５０】
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　図１７に示されているように、通信端末３ａは、通信端末３ａ全体の動作を制御するＣ
ＰＵ３０１、基本入出力プログラムを記憶したＲＯＭ３０２、ＣＰＵ３０１のワークエリ
アとして使用されるＲＡＭ（Random　Access　Memory）３０３、ＣＰＵ３０１の制御にし
たがってデータの読み出し又は書き込みを行うＥＥＰＲＯＭ（Electrically　Erasable　
and　Programmable　ROM）３０４、ＣＰＵ３０１の制御に従って被写体を撮像し画像デー
タを得る撮像素子としてのＣＭＯＳセンサ３０５、地磁気を検知する電子磁気コンパスや
ジャイロコンパス、加速度センサ等の各種加速度・方位センサ３０６、フラッシュメモリ
等の記録ディア３０７に対するデータの読み出し又は書き込み（記憶）を制御するメディ
アドライブ３０８を備えている。そして、メディアドライブ３０８の制御に従って、既に
記録されていたデータが読み出され、又は新たにデータが書き込まれて記憶する記録メデ
ィア３０７が着脱自在な構成となっている。
【００５１】
　なお、ＥＥＰＲＯＭ３０４には、ＣＰＵ３０１が実行するオペレーティングシステム(O
S)、その他のプログラム、及び、種々データが記憶されている。また、ＣＭＯＳセンサ３
０５の代わりにＣＣＤセンサを用いてもよい。
【００５２】
　更に、通信端末３ａは、音声を音声信号に変換する音声入力部３１１、音声信号を音声
に変換する音声出力部３１２、アンテナ３１３ａ、このアンテナ３１３ａを利用して無線
通信信号により、最寄の基地局９ａ等と通信を行う通信部３１３、ＧＰＳ（Global　Posi
tioning　Systems）衛星又は屋内ＧＰＳとしてのＩＭＥＳ（Indoor　MEssaging　System
）によって通信端末３ａの位置情報（緯度、経度、および高度）を含んだＧＰＳ信号を受
信するＧＰＳ受信部３１４、被写体の画像や各種アイコン等を表示する液晶や有機ＥＬな
どのディスプレイ３１５、このディスプレイ３１５上に載せられ、感圧式又は静電式のパ
ネルによって構成され、指やタッチペン等によるタッチによってディスプレイ３１５上に
おけるタッチ位置を検出するタッチパネル３１６、及び、上記各部を電気的に接続するた
めのアドレスバスやデータバス等のバスライン３１０を備えている。
【００５３】
　なお、音声入力部３１１は、音声を入力するマイクが含まれ、音声出力部３１２には、
音声を出力するスピーカが含まれている。
【００５４】
　次に、図１８を用いて、ノートＰＣの場合の通信端末３ｂ、画像管理システム５、及び
リンク情報管理システム７のハードウェア構成を説明する。なお、図１８は、ノートＰＣ
の場合の通信端末、画像管理システム５、及びリンク情報管理システム７のハードウェア
構成図である。通信端末３ｂ、画像管理システム５、及びリンク情報管理システム７は、
ともに一般のコンピュータであるため、以下では、画像管理システム５の構成について説
明し、通信端末３ｂ及びリンク情報管理システム７の構成の説明は省略する。
【００５５】
　画像管理システム５は、画像管理システム５全体の動作を制御するＣＰＵ５０１、ＩＰ
Ｌ等のＣＰＵ５０１の駆動に用いられるプログラムを記憶したＲＯＭ５０２、ＣＰＵ５０
１のワークエリアとして使用されるＲＡＭ５０３、画像管理システム５用のプログラム等
の各種データを記憶するＨＤ５０４、ＣＰＵ５０１の制御にしたがってＨＤ５０４に対す
る各種データの読み出し又は書き込みを制御するＨＤＤ（Hard　Disk　Drive）５０５、
フラッシュメモリ等の記録メディア５０６に対するデータの読み出し又は書き込み（記憶
）を制御するメディアドライブ５０７、カーソル、メニュー、ウィンドウ、文字、又は画
像などの各種情報を表示するディスプレイ５０８、通信ネットワーク９を利用してデータ
通信するためのネットワークＩ／Ｆ５０９、文字、数値、各種指示などの入力のための複
数のキーを備えたキーボード５１１、各種指示の選択や実行、処理対象の選択、カーソル
の移動などを行うマウス５１２、着脱可能な記録媒体の一例としてのＣＤ－ＲＯＭ（Comp
act　Disc　Read　Only　Memory）５１３に対する各種データの読み出し又は書き込みを
制御するＣＤ－ＲＯＭドライブ５１４、及び、上記各構成要素を図１８に示されているよ
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うに電気的に接続するためのアドレスバスやデータバス等のバスライン５１０を備えてい
る。
【００５６】
　＜＜実施形態の機能構成＞＞
　次に、図１９を用いて、本実施形態の機能構成について説明する。図１９は、本実施形
態の画像共有システムの一部を構成する通信端末３、画像管理システム５、及びリンク情
報管理システム７の各機能ブロック図である。図１９では、通信端末３、画像管理システ
ム５、及びリンク情報管理システム７が、通信ネットワーク９を介してデータ通信するこ
とができる。
【００５７】
　＜通信端末の機能構成＞
　図１９に示されているように、通信端末３は、送受信部３１、操作入力受付部３２、表
示制御部３３、及び記憶・読出部３９を有している。これら各部は、図１６に示されてい
る各構成要素のいずれかが、ＳＲＡＭ１１３からＤＲＡＭ１１４上に展開された通信端末
３用のプログラムに従ったＣＰＵ１１１からの命令によって動作することで実現される機
能又は手段である。
【００５８】
　また、通信端末３は、図１６に示されているＲＯＭ１１２、ＳＲＡＭ１１３、及びＤＲ
ＡＭ１１４によって構築される記憶部３０００を有している。
【００５９】
　（通信端末の各機能構成）
　次に、図１７及び図１９を用いて、通信端末３の各機能構成について更に詳細に説明す
る。
【００６０】
　通信端末３の送受信部３１は、主に、図１７に示されている通信部３１３及びＣＰＵ３
０１の処理によって実現され、通信ネットワーク９を介して画像管理システム５、又はリ
ンク情報管理システム７と各種データ（または情報）の送受信を行う。
【００６１】
　操作入力受付部３２は、主にタッチパネル３１６及びＣＰＵ３０１による処理によって
実現され、ユーザから各種の選択又は入力を受け付ける。
【００６２】
　表示制御部３３は、主にＣＰＵ３０１の処理によって実現され、ディスプレイ３１５に
各種画像や文字等を表示させるための制御を行う。
【００６３】
　記憶・読出部３９は、記憶部３０００に各種データ（または情報）を記憶したり、記憶
部３０００から各種データ（または情報）を読み出す。
【００６４】
　＜画像管理システムの機能構成＞
　次に、図１８及び図１９を用いて、画像管理システム５の各機能構成について詳細に説
明する。画像管理システム５は、送受信部５１、識別情報割当部５２、サムネイル作成部
５３、リンク情報作成部５４、抽出部５５、及び記憶・読出部５９を有している。これら
各部は、図１８に示されている各構成要素のいずれかが、ＨＤ５０４からＲＡＭ５０３上
に展開された画像管理システム５用のプログラムに従ったＣＰＵ５０１からの命令によっ
て動作することで実現される機能又は手段である。
【００６５】
　また、画像管理システム５は、図１８に示されているＲＡＭ５０３、及びＨＤ５０４に
よって構築される記憶部５０００を有している。この記憶部５０００には、後述の画像管
理テーブルによって構成されている画像管理ＤＢ５００１が構築されている。また、記憶
部５０００には、後述のサムネイル管理テーブルによって構成されているサムネイル管理
ＤＢ５００２が構築されている。更に、記憶部５０００には、上述の閲覧スクリプトが記
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憶されている。
【００６６】
　（画像管理テーブル）
　図２０は、画像管理テーブルを示す概念図である。この画像管理テーブルでは、ユーザ
を識別するためのユーザＩＤ、画像データを識別するための画像ＩＤ、及び画像データの
ファイル名が関連付けて記憶されて管理されている。この画像データは、全天球パノラマ
画像のデータである。なお、ユーザＩＤはユーザを一意に識別できるユーザ識別情報の一
例である。そして、ユーザ識別情報には、サービス利用番号、従業員番号、学籍番号、国
民総背番号制に基づく国民番号等も含まれる。また、画像ＩＤは画像識別情報の一例であ
る。
【００６７】
　（サムネイル管理テーブル）
　図２１は、サムネイル管理テーブルを示す概念図である。このサムネイル管理テーブル
では、サムネイルを識別するためのサムネイルＩＤ、画像ＩＤ、及びサムネイルデータの
ファイル名が関連付けて記憶されて管理されている。なお、サムネイルＩＤはサムネイル
識別情報の一例である。
【００６８】
　（画像管理システムの各機能構成）
　次に、図１８及び図１９を用いて、画像管理システム５の各機能構成について詳細に説
明する。
【００６９】
　画像管理システム５の送受信部５１は、主に、図１８に示されているネットワークＩ／
Ｆ５０９及びＣＰＵ５０１の処理によって実現され、通信ネットワーク９を介して通信端
末３、又はリンク情報管理システム７と各種データ（または情報）の送受信を行う。
【００７０】
　識別情報割当部５２は、主に、図１８に示されているＣＰＵ５０１の処理によって実現
され、送受信部５１によって受信された例えば、メルカトル画像の画像データを管理する
ために、この画像データに対して画像ＩＤを割り当て、この画像データのヘッダ部分に画
像ＩＤを付与する。また、識別情報割当部５２は、サムネイル作成部５３によって作成さ
れたサムネイルデータに対してサムネイルＩＤを割り当て、このサムネイルデータのヘッ
ダ部分にサムネイルＩＤを付与する。
【００７１】
　サムネイル作成部５３は、主に、図１８に示されているＣＰＵ５０１の処理によって実
現され、送受信部５１によって受信された画像ＩＤで示される画像データ、及び送受信部
５１によって受信された所定領域情報で示される所定領域Ｔに基づいて、図９乃至図１２
に示されているように、画像データにおける所定領域Ｔからサムネイルデータを作成する
。
【００７２】
　リンク情報作成部５４は、主に、図１８に示されているＣＰＵ５０１の処理によって実
現され、送受信部５１によって受信された画像ＩＤで示される画像データのＵＲＬ、識別
情報割当部５２によって割り当てられた画像ＩＤ、及び送受信部５１によって受信された
所定領域情報を連結して、図１３に示されているリンク情報を作成する。
【００７３】
　抽出部５５は、主に、図１８に示されているＣＰＵ５０１の処理によって実現され、送
受信部５１によって受信されたリンク情報から、画像ＩＤと所定領域情報とを抽出する。
【００７４】
　記憶・読出部５９は、記憶部５０００に各種データ（または情報）を記憶したり、記憶
部５０００から各種データ（または情報）を読み出したりする。
【００７５】
　＜リンク情報管理システムの機能構成＞
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　次に、図１８及び図１９を用いて、リンク情報管理システム７の機能構成について詳細
に説明する。リンク情報管理システム７は、送受信部７１、画面作成部７２、及び、記憶
・読出部７９を有している。これら各部は、図１８に示されている各構成要素のいずれか
が、ＨＤ５０４からＲＡＭ５０３上に展開されたリンク情報管理システム７用のプログラ
ムに従ったＣＰＵ５０１からの命令によって動作することで実現される機能又は手段であ
る。
【００７６】
　また、リンク情報管理システム７は、図１８に示されているＲＡＭ５０３、及びＨＤ５
０４によって構築される記憶部７０００を有している。この記憶部７０００には、後述の
ユーザ管理テーブルによって構成されているユーザ管理ＤＢ７００１、関係者管理テーブ
ルによって構成されている関係者管理ＤＢ７００２、及び物件管理テーブルによって構成
されている物件管理ＤＢ７００３が構築される。
【００７７】
　（ユーザ管理テーブル）
　図２２は、ユーザ管理テーブルを示す概念図である。このユーザ管理テーブルは、ユー
ザＩＤ、ユーザ認証に用いられるパスワード、ユーザの画像を示すユーザ画像（店舗等の
画像）、及びユーザ個人情報（ユーザの名称、住所、電話番号等）が関連付けて管理され
ている。
【００７８】
　（物件管理テーブル）
　図２３は、物件管理テーブルを示す概念図である。この物件管理テーブルでは、物件Ｉ
Ｄ毎に、ユーザＩＤ、リンク情報、サムネイルデータのファイル名、及び上述の関連情報
が関連付けて管理されている。物件ＩＤは、物件を特定するための物件識別情報の一例で
ある。
【００７９】
　（リンク情報管理システムの各機能構成）
　次に、図１９を用いて、リンク情報管理システム７の各機能構成について詳細に説明す
る。
【００８０】
　リンク情報管理システム７の送受信部７１は、主に、図１８に示されているネットワー
クＩ／Ｆ５０９及びＣＰＵ５０１の処理によって実現され、通信ネットワーク９を介して
通信端末３、又は画像管理システム５と各種データ（または情報）の送受信を行う。
【００８１】
　画面作成部７２は、主に、図１８に示されているＣＰＵ５０１の処理によって実現され
、物件管理テーブルに基づいて、図１４に示されているような物件詳細画面を作成する。
【００８２】
　記憶・読出部７９は、記憶部７０００に画像データ等の各種データ（または情報）を記
憶したり、記憶部７０００から画像データ等の各種データ（または情報）を読み出したり
する。
【００８３】
　＜＜実施形態の処理または動作＞＞
　次に、図２４を用いて、ユーザＡが通信端末３ａから、図４－３に示されている撮影画
像の画像データをアップロードする処理を説明する。図２４は、画像データのアップロー
ドの処理を示したシーケンス図である。
【００８４】
　なお、通信端末３、画像管理システム５、およびリンク情報管理システム７間の通信ネ
ットワーク９を介する通信プロトコルは、ハイパーテキスト通信プロトコル（ＨＴＴＰ）
によるＨＴＴＰ通信である。通信端末３ａはＨＴＴＰクライアントに相当し、画像管理シ
ステム５及びリンク情報管理システム７はＨＴＴＰサーバに相当する。
【００８５】
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　まず、ユーザＡは、図４－３に示されている撮影画像の画像データを撮影装置１から通
信端末３ａの記憶部３０００に取り込んでおく。そして、ユーザＡがアップロードする画
像データを選択することにより、通信端末３ａの操作入力受付部３２は、アップロードさ
れる画像データの選択を受け付ける（ステップＳ１１）。
【００８６】
　次に、通信端末３ａの送受信部３１は、通信ネットワーク９を介して画像管理システム
５へ、ユーザＡのユーザＩＤ及びアップロードする画像データを送信することにより、画
像の登録要求を行う（ステップＳ１２）。これにより、画像管理システム５の送受信部５
１は、ユーザＩＤ及び画像データを受信する。
【００８７】
　次に、画像管理システム５の識別情報割当部５２は、ステップＳ１２によって受信され
た画像データに対して画像ＩＤを割り当て、この画像データのヘッダ部分に画像ＩＤを付
与する（ステップＳ１３）。
【００８８】
　次に、記憶・読出部５９は、ステップＳ１２によって受信されたユーザＩＤ及び画像デ
ータのファイル名、並びに、ステップＳ１３によって割り当てられた画像ＩＤを関連付け
て、画像管理テーブル（図２０参照）に記憶して管理すると共に、画像データを記憶部５
０００に記憶して管理する（ステップＳ１４）。
【００８９】
　次に、送受信部５１は、通信ネットワーク９を介して通信端末３ａへ、ステップＳ１３
によって割り当てられた画像ＩＤを送信することで、登録が完了した旨の通知を行う（ス
テップＳ１５）。これにより、通信端末３ａの送受信部３１は、画像ＩＤを受信する。そ
して、通信端末３ａの記憶・読出部３９は、画像ＩＤを記憶して管理する（ステップＳ１
６）。なお、この状態で、ユーザＡやユーザＢが画像データをダウンロードした場合には
、各ディスプレイ３１５上に、図１０－２に示されるような所定領域画像（部分画像Ｐ０

）が表示され、ユーザＡやユーザＢはどのような画像データをダウンロードしたかを直ち
に認識することができない。そこで、ユーザＡは、下記ステップＳ２１以降の処理によっ
て、ダウンロードした画像データを分かり易くする。
【００９０】
　続いて、図２５を用いて、サムネイルの作成及びアップロードの処理を説明する。なお
、図２５は、サムネイルの作成及びアップロードの処理を示したシーケンス図である。
【００９１】
　図２５に示されているように、通信端末３ａでは、ユーザＡがダウンロードする画像デ
ータを選択することにより、通信端末３ａの操作入力受付部３２は、ダウンロードされる
画像データの選択を受け付ける（ステップＳ２１）。これにより、記憶・読出部３９は、
記憶部３０００から、選択された画像データの画像ＩＤを読み出す。
【００９２】
　次に、通信端末３ａの送受信部３１は、通信ネットワーク９を介して画像管理システム
５へ、要求する画像データの画像ＩＤを送信することにより、画像の要求を行う（ステッ
プＳ２２）。これにより、画像管理システム５の送受信部５１は、画像ＩＤを受信する。
【００９３】
　次に、画像管理システム５の記憶・読出部５９は、ステップＳ２２によって受信された
画像ＩＤを検索キーとして画像管理テーブル（図２０参照）を検索することにより、対応
する画像データのファイル名を抽出し、更に、このファイル名の画像データを記憶部５０
００から読み出す（ステップＳ２３）。
【００９４】
　次に、送受信部５１は、通信ネットワーク９を介して通信端末３ａへ、上記ステップＳ
２３によって読み出された画像データと上記ステップＳ２２によって受信された画像ＩＤ
とを送信する（ステップＳ２４）。これにより、通信端末３ａの送受信部３１は、画像デ
ータ及び画像ＩＤを受信することで、画像データのダウンロードが完了する。なお、この
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状態では、依然として、通信端末３ａには、図１０－２に示されるようなデフォルトの所
定領域画像（部分画像Ｐ０）が表示される。
【００９５】
　そこで、通信端末３ａでは、操作入力受付部３２がユーザＡによる操作を受け付けるこ
とにより、表示制御部３３が、図１０－２に示されているような所定領域画像（部分画像
Ｐ０）から、図１１に示されているような所定領域画像（部分画像Ｐ１）に変更する（ス
テップＳ２５）。この際、操作入力受付部３２は、ユーザＡから上述の関連情報の入力も
受け付けると共に、図１１に示された所定領域画像をデフォルト表示とする要求も受け付
ける（ステップＳ２５）。
【００９６】
　次に、送受信部３１は、通信ネットワーク９を介して画像管理システム５へ、画像ＩＤ
、部分画像Ｐ１を示す所定領域情報、関連情報、及びユーザＩＤを送信することにより、
画像管理システム５へリンク情報の登録を指示する（ステップＳ２６）。これにより、画
像管理システム５の送受信部５１は、画像ＩＤ、部分画像Ｐ１を示す所定領域情報、関連
情報、及びユーザＩＤを受信する。
【００９７】
　次に、記憶・読出部５９は、ステップＳ２６によって受信された画像ＩＤを検索キーと
して画像管理テーブル（図２０参照）を検索することにより、対応する画像データのファ
イル名を抽出し、このファイル名に基づいて記憶部５０００から画像データを読み出す（
ステップＳ２７）。そして、サムネイル作成部５３は、ステップＳ２７によって読み出さ
れた画像データ、及びステップＳ２６によって受信された所定領域情報で示される所定領
域Ｔに基づいて、図９乃至図１２に示されているように、画像データにおける所定領域Ｔ
からサムネイルデータを作成する（ステップＳ２８）。
【００９８】
　次に、識別情報割当部５２は、ステップＳ２８によって作成されたサムネイルデータに
対してサムネイルＩＤを割り当て、このサムネイルデータのヘッダ部分にサムネイルＩＤ
を付与する(ステップＳ２９)。そして、記憶・読出部５９は、サムネイル管理テーブル（
図２１参照）に、ステップＳ２９によって割り当てられたサムネイルＩＤ、上記ステップ
Ｓ２６によって受信された画像ＩＤ、及び上記ステップＳ２８によって作成されたサムネ
イルデータを関連付けて記憶することで管理する（ステップＳ３０）。
【００９９】
　次に、リンク情報作成部５４は、ステップＳ２６によって受信された画像ＩＤで示され
る画像データのＵＲＬ、ステップＳ２６によって受信された画像ＩＤ、及びステップＳ２
６によって受信された所定領域情報を連結して、図１３に示されているリンク情報を作成
する（ステップＳ３１）。
【０１００】
　続いて、図２６を用いて、サムネイル及びリンク情報をアップロードする処理を説明す
る。なお、図２６は、サムネイル及びリンク情報をアップロードする処理を示したシーケ
ンス図である。
【０１０１】
　まず、画像管理システム５の送受信部５１は、通信ネットワーク９を介してリンク情報
管理システム７へ、上記ステップＳ３１によって作成されたリンク情報、並びに、上記ス
テップＳ２６によって受信された関連情報及びユーザＩＤを送信することにより、リンク
情報管理システム７へリンク情報の登録を要求する（ステップＳ４１）。これにより、リ
ンク情報管理システム７の送受信部７１は、リンク情報、関連情報、及びユーザＩＤを受
信する。
【０１０２】
　次に、リンク情報管理システム７の記憶・読出部７９は、物件管理テーブル（図２３参
照）において、物件ＩＤ毎に、上記ステップＳ４１によって受信されたユーザＩＤ、リン
ク情報、及び関連情報を関連付けて記憶することにより登録（管理）する（ステップＳ４
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２）。なお、関連画像は、上述のように、ユーザＡ又は管理者Ｙによって作成され、記憶
・読出部７９によって物件ＩＤに関連付けられる。但し、この状態では、リンク情報管理
システム７で、サムネイルデータの管理が行われていない。そこで、送受信部７１が、リ
ンク情報に含まれるＵＲＬで示される画像管理システム５に対してアクセスすることによ
り、サムネイルデータのＵＲＬを要求する（ステップＳ４３）。これにより、画像管理シ
ステム５の送受信部５１は、サムネイルデータのＵＲＬの要求を受け付ける。
【０１０３】
　次に、画像管理システム５の送受信部５１は、通信ネットワーク９を介してリンク情報
管理システム７へ、サムネイルデータのＵＲＬを送信する（ステップＳ４４）。これによ
り、リンク情報管理システム７の送受信部７１は、サムネイルデータのＵＲＬを受信する
。
【０１０４】
　次に、リンク情報管理システム７の送受信部７１は、サムネイルデータのＵＲＬで示さ
れる画像管理システム５に対してアクセスすることにより、サムネイルデータを要求する
（ステップＳ４５）。これにより、画像管理システム５の送受信部５１は、サムネイルデ
ータの要求を受け付ける。
【０１０５】
　次に、画像管理システム５の送受信部５１は、通信ネットワーク９を介してリンク情報
管理システム７へ、サムネイルデータを送信する（ステップＳ４６）。これにより、リン
ク情報管理システム７の送受信部７１は、サムネイルデータを受信する。そして、記憶・
読出部７９は、物件管理テーブル（図２３参照）のサムネイルデータのファイル名のフィ
ールド部分に、上記ステップＳ４６によって受信されたサムネイルデータのファイル名を
追加して記憶すると共に、このサムネイルデータを記憶部７０００に記憶して管理する（
ステップＳ４７）。
【０１０６】
　続いて、図２７を用いて、画像データのダウンロードの処理を説明する。なお、図２７
は、画像データのダウンロードの処理を示したシーケンス図である。
【０１０７】
　まず、通信端末３ｂの操作入力受付部３２が、ユーザＢから物件リストの要求を受け付
けると、送受信部３１はリンク情報管理システム７に対して物件リストの要求を送信する
（ステップＳ５１）。これにより、リンク情報管理システム７の送受信部７１は、物件リ
ストの要求を受信する。
【０１０８】
　次に、リンク情報管理システム７の記憶・読出部７９は、ユーザ管理テーブル（図２２
参照）から各ユーザ個人情報（不動産事業者名等）を読み出すと共に、物件管理テーブル
（図２３参照）から各物件ＩＤ、各関連情報、及び各関連画像を読み出す（ステップＳ５
２）。そして、画面作成部７２が、ステップＳ５２によって読み出された各データに基づ
き、物件リストを作成する（ステップＳ５３）。この物件リストのデータには、物件毎に
物件ＩＤが埋め込まれている。その後、送受信部７１が、ステップＳ５３によって作成さ
れた物件リストのデータを通信端末３ｂに送信する（ステップＳ５４）。これにより、通
信端末３ｂの送受信部３１が、物件リストのデータを受信する。
【０１０９】
　次に、通信端末３ｂでは、表示制御部３３が物件リストを表示して、ユーザＢから所望
の物件の選択を受け付ける（ステップＳ５５）。そして、通信端末３ｂの送受信部３１は
、リンク情報管理システム７に対して、物件詳細画面の要求を送信する（ステップＳ５６
）。この際、通信端末３ｂの送受信部３１は、ステップＳ５５によって選択を受け付けた
物件の物件ＩＤを送信する。これにより、リンク情報管理システム７の送受信部７１は、
物件ＩＤと共に物件詳細画面の要求を受信する。
【０１１０】
　次に、画面作成部７２は、図１４に示されているような物件詳細画面を作成する（ステ
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ップＳ５７）。ここで、物件詳細画面の作成方法について説明する。まず、記憶・読出部
７９は、上記ステップＳ５６によって送られた物件ＩＤを検索キーとして物件管理テーブ
ル（図２３参照）を検索することにより、対応するユーザＩＤ、リンク情報、サムネイル
データのファイル名、関連情報及び関連画像を読み出す。また、記憶・読出部７９は、上
記ユーザＩＤを検索キーとしてユーザ管理テーブル（図２２参照）を検索することにより
、対応するユーザ個人情報を読み出す。そして、画面作成部７２が、リンク情報、サムネ
イルデータのファイル名、関連情報及び関連画像、並びにユーザ個人情報を用いて、図１
４に示されているような上述の物件詳細画面３２００を作成する。なお、各サムネイル（
３２４０ａ，３２４０ｂ，３２４０ｃ）には、上記リンク情報が埋め込まれ、ハイパーリ
ンクが張られている。
【０１１１】
　次に、リンク情報管理システム７の送受信部７１は、通信ネットワーク９を介して通信
端末３ｂへ、ステップＳ５７によって作成された物件詳細画面のデータを送信する（ステ
ップＳ５８）。これにより、通信端末３ｂの送受信部３１は、物件詳細画面のデータを受
信する。そして、通信端末３ｂのディスプレイ５０８上には、図１４に示されているよう
な物件詳細画面が表示される。
【０１１２】
　次に、通信端末３ｂの操作入力受付部３２は、ユーザＢから所望のサムネイルの選択を
受け付けることによって、結果的にリンク情報の選択を受け付ける（ステップＳ５９）。
【０１１３】
　次に、通信端末３ｂの送受信部３１は、画像管理システム５に対して、上記ステップＳ
５９によって選択されたリンク情報を送信することにより、画像データを要求する（ステ
ップＳ６０）。これにより、画像管理システム５の送受信部５１は、リンク情報を受信す
る。
【０１１４】
　次に、画像管理システム５の抽出部５５は、上記ステップＳ６０によって受信されたリ
ンク情報から、画像ＩＤと所定領域情報とを抽出する（ステップＳ６１）。そして、記憶
・読出部５９は、ステップＳ６１によって抽出された画像ＩＤを検索キーとして画像管理
テーブル（図２０参照）を検索することにより、対応する画像データのファイル名を抽出
すると共に、このファイル名の画像データを記憶部５０００から読み出す（ステップＳ６
２）。更に、記憶・読出部５９は、記憶部５０００から閲覧スクリプトも読み出す（ステ
ップＳ６２）。
【０１１５】
　次に、送受信部５１は、通信ネットワーク９を介して通信端末３ｂへ、ステップＳ６２
によって読み出された画像データ及び閲覧スクリプト、並びに、ステップＳ６１によって
リンク情報から抽出された画像ＩＤ及び所定領域情報を送信する（ステップＳ６３）。こ
れにより、通信端末３ｂの送受信部３１は、画像データ、閲覧スクリプト、画像ＩＤ、及
び所定領域情報を受信する。
【０１１６】
　次に、通信端末３ｂの表示制御部３３は、ステップＳ６３によって受信された閲覧スク
リプトを起動させ、画像データ及び所定領域情報に基づいて、図１５に示されているよう
に、画像データにおける所定領域Ｔから所定領域画像（部分画像Ｐ１）を作成して表示す
る（ステップＳ６４）。
【０１１７】
　＜＜本実施形態の主な効果＞＞
　以上説明したように本実施形態によれば、画像管理システム５が通信端末３ｂに対して
、画像データを送信するだけでなく、全天球パノラマ画像を閲覧するための閲覧スクリプ
トを送信する。これにより、通信端末３ｂに全天球パノラマ画像を閲覧するためのアプリ
ケーションがインストールされていなくても、通信端末３ｂのユーザＢは、物件の全天球
パノラマ画像を閲覧することができる。これにより、管理者Ｙ（サービス提供者）として
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は、ユーザに対するサービスを向上させることができるため、他のサービス提供者との差
別化を図ることができるという効果を奏する。
【０１１８】
　〔実施形態の補足〕
　上記実施形態では、図１３に示されているように、リンク情報には、通信ネットワーク
９上の画像管理システム５の場所を示すＵＲＬが含まれているが、これに限るものではな
い。例えば、リンク情報には、このＵＲＬが含まれず、画像ＩＤ及び所定領域情報のみに
よって表わされるようにしてもよい。この場合、ユーザが通信端末３を操作して、このＵ
ＲＬを入力する。
【０１１９】
　更に、上記実施形態における画像管理システム５、及びリンク情報管理システム７は、
単一のコンピュータによって構築されてもよいし、各部（機能、手段、又は記憶部）を分
割して任意に割り当てられた複数のコンピュータによって構築されていてもよい。
【０１２０】
　また、上記実施形態の各プログラムが記憶されたＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体、並びに、
これらプログラムが記憶されたＨＤ５０４は、いずれもプログラム製品（Program　Produ
ct）として、国内又は国外へ提供されることができる。
【符号の説明】
【０１２１】
１　撮影装置
３ａ　通信端末
３ｂ　通信端末
５　画像管理システム
７　リンク情報管理システム
９　通信ネットワーク
９ａ　基地局
９ｂ　基地局
３１　送受信部
３２　操作入力受付部
３３　表示制御部
３９　記憶・読出部
５１　送受信部（送信手段の一例、受信手段の一例）
５２　識別情報割当部
５３　サムネイル作成部（サムネイル作成手段の一例）
５４　リンク情報作成部（リンク情報作成手段の一例）
５５　抽出部（抽出手段の一例）
５９　記憶・読出部
７１　送受信部
７２　画面作成部
７９　記憶・読出部
３１５　ディスプレイ
３０００　記憶部
５０００　記憶部
５００１　画像管理ＤＢ（画像管理手段の一例）
５００２　サムネイル管理ＤＢ（サムネイル管理手段の一例）
７０００　記憶部
７００１　ユーザ管理ＤＢ（ユーザ管理手段の一例）
７００３　物件管理ＤＢ（物件管理手段の一例）
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０１２２】
【特許文献１】特開２０１４－１３１２１５号公報
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０－１】
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【図１６】 【図１７】
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【図２２】 【図２３】
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【図２６】 【図２７】
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